
○奈良市議会委員会条例（案） 

 

（傍聴の取扱） 

第１９条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。 

３ 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。 


